令和８年度事業計画
１．基本方針
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（いわゆるフリーランス法）が施行され、フリーランス（会員もフリーランスに該当します）を保護する目的で契約の際には、あらかじめ会員に対し就業内容や報酬額を文書等で明示することが義務付けられました。これに伴い見積金額と請求金額が同額となるような契約を発注者と結ぶ必要があります。
このため、厚生労働省からセンターのこれまでの契約方法について見直しを行うよう方針が示されました。新たな契約方法は、発注者・センター・会員の三者による包括契約となり発注者と会員の間で契約関係が生じます。実務面では現在と基本的に変わるところはありません。当センターは令和７年４月から「あらたな契約方法」に移行しました。
高齢者の就業や副業・兼業といった多様な働き方を促進する「高年齢者雇用安定法（高齢法）」が改正され、定年の延長や廃止、70歳までの継続雇用などの努力義務が発生し、シルバー会員の入会者の減少と会員の更なる高齢化が進んでおります。
元気なうちはいつまでも働きたいと希望する高齢者も大勢おられ、今後は80歳以上　
の会員でも可能な就業開拓に取り組みます。
シルバー人材センターとしては、「生涯現役社会」の実現に向けて、多様化する地　
域ニーズを的確に把握し積極的な事業展開を行っていく必要があります。
また、昨年国庫補助ランクがＡからＢに変わり運営費が減額になりましたが、令和 8年度も運営費、さらにサポート事業費についても、前年の事業実績を下回ったため減額されます。
会員確保が当センターの最大の課題であり、会員数の推移は全国的にここ数年、
微減の状況にあり、全国シルバー人材センター事業協会は、令和7年度から令和　
12年度までの６年間で会員数を『全国で１０万人超』の増加計画を策定しました。　
これを受け広島県シルバー人材センター連合会から当センターの目標値として令
和12年度は令和5年度末736人から131人増の867人と設定されております。
当センターは令和8年度の目標を778人とします。
受注につきましては、引き続き公共部門の仕事の確保を図りながら、民間企業や一
般家庭からの新たな受注の確保に力を入れてまいります。
安全就業につきましては、引き続き交通安全を啓発するとともに、昨年度と同様「刈
払い機の2枚刃使用禁止」と「刈払い機使用時の安全帽（ヘルメット）の着用を義務
化」を重点項目として継続します。また、安全巡回パトロールを実施するとともに、安全就業研修会を開催する等、事故ゼロを目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適正就業につきましては、公共部門では就業実態を調査し概ね完了し派遣契約に切
替えを行ったところです。今後は民間部門の就業実態を調査し派遣契約への切替えを　
検討します。また、適正就業委員会では長期継続就業者の交代やワークシェアリングを行うなど、公平・公正な就業に取り組んでまいります。
移転につきましては、令和７年５月に本部事務所は「歴史民俗資料館」２階に移転
しました。なお、襖・障子・網戸の作業場については三原西消防署に移転するため準備しています。
また、本郷支所については船木地域支援センターで業務を行っていますが、作業場と同じく三原西消防署後に移転する方向で準備中です。
大和支所は昨年９月末に大和勤労福祉センターの廃止に伴い１２月に同じ敷地内の市の建物に移転しました。
令和８年度の事業計画にあたっては、「公益社団法人」として地域からの期待に応えられるよう、「自主・自立、共働・共助」の基本理念を基に、公正・公平で適正な事業運営を推進し、より一層市民から愛され信頼される魅力あるセンターづくりに努めます。
　２．重点事業
　上記１の基本方針に基づき、重点事業として次のことを積極的に取り組みます。
（１）会員の確保
　　　生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者の確保に努めます。
　　　コロナで中断しておりましたが、市内の各イベントに積極的に参加します。
　（２）就業機会の確保と適正化の推進
　　　会員の就業機会の拡大と就業基準を遵守し、就業の適正化に努めます。
（３）安全就業の徹底と推進
　　　会員の安全意識の徹底と健康管理の増進を図るよう啓発に努めます。
（４）広報活動の充実　
　広報活動の充実と強化に努め、あらゆる機会を利用して情報の提供に努めます。

３．事業実施計画
（１）会員確保の推進
　　　センターの組織を維持発展するには、健康で働く意欲のある会員の確保を図ること
　　が大切です。特に、少子高齢化が進む社会において福祉家事援助・子育て支援事業の
充実と民間企業の人手不足解消のため女性会員の就業先の確保に努めます。
　　　また、本年度の会員の確保目標は、昨年目標から21名増の778人とします。
　　　　　（広島県シルバー人材センター連合会作成の目標値）
　　　・月2回の入会説明会の開催と説明内容の充実
　　　・入会年度のみ年会費無料
・会員の口コミや町内会回覧チラシ等による宣伝
　　　・入会希望者への迅速な入会承認及び就業機会の早期提供
　　　・市広報誌の掲載やＦＭみはらを活用した取り組み

（２）就業機会の確保と適正化の推進
・役職員が一体となって普及啓発を行い、新たな受注の開拓と拡大に努めるとともに会員一人ひとりが地域での開拓に努めることが必要であります。
　　　・適正・公平な就業は事業運営の基本をなすものであり、前年度に引き続き長期継続就業者の交代やワークシェアリング就業を強化促進するなど就業の適正化に取り組みます。
　　　・　雇用と見なされるような就業については、シルバー派遣事業に切り替える等、就業先と協議しながら適正就業に取り組んでまいります。

（３）安全就業の徹底と推進
　「安全が全てに優先する」を念頭に、安全就業対策委員会が策定する安全推進計画を基に、安全推進員とともに就業中の事故防止、就業途上の交通事故防止について会員の自覚を促すために徹底した啓発・指導に取り組みます。
・安全就業対策委員会の開催と安全推進計画の樹立
・安全確認のため、巡回指導の実施
・就業現場の危険個所等の事前確認の徹底
・就業前の安全ミーティングによる安全対策の徹底
・事故発生時における反省会の開催
・安全標語の募集による安全意識の高揚
・健康状態の確認など健康管理の重要性の啓発の徹底
　　　・刈払い機の２枚刃の使用禁止及び刈払い機使用時の安全帽（ヘルメット）の着用義務

（４）広報活動の充実
　　　広く地域社会にシルバー事業の意義や仕組みを理解していただくため、市広報誌、会報やチラシ等を積極的に活用し、周知を図ります。また、公益法人として、公正・公平・透明性のある運営が求められており、センターの活動内容、運営状況や事業報告等について情報を開示し、センターの信頼を高めるよう努めます。
　　　・市の広報誌へ掲載
　　　・新聞への折り込み広告
・ホームページの充実
　　　・市及び関係機関が実施する各種イベントへの積極的参加
　　　・会報「シルバーみはら」への掲載

（５）職業紹介事業の実施
　　　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、「臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業」について、ハローワークと緊密な連携を図り、職業紹介事業を実施します。

（６）就業相談日の実施（毎月１回　第３木曜日）
　　　未就業会員の実態や原因（適正、地域性、健康状態、就業意思）を確認し、各種講習会への受講要請を促し、技能の向上・希望職種の拡大を図り、就業機会の確保に努めます。

（７）シルバー派遣事業の促進
　　　新規就業先の開拓のため、　商工会議所を窓口に人手不足で困っている市内の企業に会員を派遣し仕事の量的な拡大を図ります。

（８）研修会・講習会の開催
　    発注者の多様なニーズに応えるため、県連合会が開催する「高齢者活躍人材育成事業」への積極的な参加とセンター主催の各種研修会・講習会を開催、知識・技術の向上を図るとともに安全就業に努めます。
〇 高齢者活躍人材確保育成事業
・目からウロコの清掃教室 ・生き生きストレッチ教室
〇 その他　　
・植木の剪定講習　・子育て支援、福祉家事援助講習　・交通安全研修会 
・安全就業研修会　・地域研修会　

（９）生活援助・子育て支援事業の拡充
　　　少子高齢化社会に対応するため行政機関と役職員が連携を密にして、高齢者世帯への福祉・家事援助サービスや、子育て支援事業の推進に努めるとともに、研修会・講習会に参加し、女性会員の資質向上を図り市民の多様なニーズに対応できる体制づくりを推進します。また、高齢者福祉サービス等の拡充に努めてまいります。
　　　
（10）独自事業の強化
会員の経験・技能を生かした就業機会の拡大を図るため、新たな独自事業の開拓に向けて取り組みます。
　独自事業の創生を図るため、会員の皆様からの積極的な提案･提言をいただきます。

（11）財政基盤の整備
　国及び市に対し、シルバー事業の意義・必要性について理解していただくための要請活動を行うとともに、会員数の減少により減額された国庫補助金についてＡランクの復活に向けて会員確保に取り組みます。また、発注者には請負契約に含まれた会員の追加配分金にも事務費をお願いし財政の健全化を図り、効率的な事業運営で経費の節減を図ります。

（12）ボランティア活動の推進
　　　10月の第3土曜日を「シルバーの日」として、ボランティア奉仕活動を実施し、　　
　　地域社会に広くシルバー事業の理念や意義、仕組みを理解してもらうため啓発活動に努めます。
　　　
（13）組織体制の充実・強化
・公益法人として、公益性を重視した事業運営が必要であり、役員の積極的な参画と会員の自主的な参加を促す意識改革を図り、センター組織・機能の充実強化に努めます。
・職域班は後継者の育成に積極的に取り組みます。
・令和7年4月から「公益法人制度」が改正され、社会変化に柔軟・迅速に対応し、より効果的な公益活動が行なえるよう、自律的な経営判断が尊重され、透明性が高く信頼性が高い仕組みに見直されます。具体的には財務規律の柔軟化・明確化、行政手続の簡素化・合理化、自律的ガバナンスの充実、透明性向上などです。
改正法令を遵守した業務執行を行うため、職員のスキルアップを図り事務局の体制の強化充実に努めます。
・中国ブロック協議会や県連合会をはじめ、各種団体が主催する研修会・講習会等へ積極的に参加し、役職員の資質向上を図ります。



